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埼玉大学社会科教育研究会『埼玉社会科教育研究』No.27(2021.3) 

 

 
社会科公民的分野における模擬裁判の実践から主権者としての資質・能力を育成する 

―模擬裁判を通して協働的な学びから生徒の主権者意識を養う― 
 
 

埼玉大学教育学部附属中学校 二瓶  剛 
 
１．はじめに 
選挙権年齢が満 18 歳に引き下げられ，2022 年度

からは成年年齢が18歳へと引き下げられることに伴

い，2017 年及び 2918 年に改訂された新学習指導要

領を踏まえ，子供たちがこれまで以上に主権者として

必要な資質・能力を確実に身に付けていくことが必要

となっている事を踏まえ，文部科学省は主権者教育推

進会議を開催するにいたる。その主権者教育推進会議

の中間報告より，子供たちにこれまで以上に主権者と

して必要な資質・能力を確実に身に付けさせていくこ

とが課題と示されている。そこで本研究では，社会科

公民的分野の「Ｃ 私たちと政治」の特に法制度，す

なわち裁判の保障を通して，どれだけ生徒の主権者と

しての資質・能力を育成させることができるか。また，

主権者としての意識を養うことができるかの二つを主

眼に置いて研究を進め，その事前と事後での生徒の変

容を検証する。 
 
２．主題設定の理由と研究の視点 

成年年齢が18歳へと引き下げられることに伴い，

義務教育での主権者として求められる資質・能力につ

いての重要性は増していると考えられる。2016年12
月21日の中央教育審議会答申の主権者教育に関わる

部分に，小・中学校からの体系的な主権者教育の充実

を図ることが求められているとある。18 歳が成年と

なる事により義務教育段階で主権者教育を充実させ

ていくことが，主体的な国家及び社会の形成者として

の公民を育成していく上で重要なことの一つになって

いくと考える。 
さらに，主権者教育については，政治への社会参

加・社会参画，模擬選挙を通してだけでなく，多面的・

多角的な社会的事象を通して実感を伴った理解をさ

せていくことが，これからを生きる子供たちに必要に

なってくることだと思われる。具体的な主権者として

の必要な資質・能力の内容として，同審議会答申では

次のように述べている。 

国家・社会の基本原理となる方やきまりについての

理解や，政治，経済等に関する知識を習得させるのみ

ならず，事実を基に多面的・多角的に考察し，公正に

判断する力や，課題の解決に向けて，協働的に追究し

根拠をもって主張するなどして合意を形成する力，よ

りよい社会の実現を視野に国家・社会の形成に主体的

に参画しようとする力である。   ※下線部筆者 
今回の研究は最初の下線部にある「政治，経済等

に関する知識だけの習得」にとどまらず，二つ目の下

線部にある「協働的に追究し根拠をもって主張するな

どして合意形成する力」とあるように，主権者として

の資質・能力の育成を一つ目の視点として研究をして

いく。 
二つ目の視点として協働的な学びによって，生徒

の主権者としての意識がどれだけ変容するのか検証し

ていくことである。どちらに視点についても具体的な

研究方法として，社会科公民的分野における「Ｃ 私

たちの政治」の特に法制度と，2009 年 5 月 21 日よ

りおよそ10年前に始まった裁判員制度を実際に授業

に取り入れた模擬裁判を行い，その学習の過程で，ど

れだけ生徒の主権者としての資質・能力を高めていく

ことができたのか。どれだけ主権者としての意識を養

うことができるかを主眼に置いて研究を進めていった。 
 
３．研究仮説 

まず，主権者としての資質・能力を育成していく

上で，中学校社会科において育成を目指す資質・能力

を整理し焦点化を図る。また，主権者教育推進会議よ

り示された課題等とも照らし合わせながら，重点化し

て指導していくことにより，ねらった力を育成するこ

とができるのではないかと考えた。 
また，主権者としての意識を養うこととしては，

現在代表される実践が選挙や政治に関係するところ

が主たるところである。そこで，政治・経済等からす

ると国民の意識として少し離れた法制度に関するアプ

ローチを図ることによって，子供たちに新たな視点を
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与えることができるのではないかと考える。その新た

な視点をもたせることにより，より広い視点から主権

者としての意識を養うことができるのではないかと考

え実践を行った。 
 

《研究仮説》 
 中学校社会科における育成すべき資質・能力を整

理し，焦点化することで，主権者として育成すべき

資質・能力をねらって育成することができるであろ

う。また，法制度に関わる協働的な授業に取り組む

ことによって，主権者として広い視野に立った考え

方をする生徒になるであろう。 
 
４．研究の方法 

研究仮説を実証する方法として，次に挙げる三つ

の方策を考えた。 
・育成すべき資質・能力を整理した上で授業に臨む。 
・協働的な授業を行うとともに，意図的に課題に迫

る工夫を行う。 
・生徒の意識の変化を検証するために，事前と事後

に質問紙を取り分析を図る。 
 
５．主権者として育成すべき資質・能力の整理 

中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説社会編

より，社会科の改定の基本的な考え方の中に次のよう

な記述がある。「主権者として，持続可能な社会づく

りに向かう社会参画意識の涵養やよりよい社会の実

現を視野に課題を主体的に解決しようとする態度の

育成」が必要だと述べられている。この部分と中学校

社会科において育成を目指す資質・能力を整理してい

きたい。 

知

識

及

び

技

能 
 

個人の尊厳と人権の尊重の意義，特に自由・権利

と責任・義務との関係を広い視野から正しく認識

し，民主主義，民主政治の意義，国民の生活の向

上と経済活動との関わり，現代の社会生活及び国

際関係などにつて，個人と社会との関わりを中心

に理解を深めるとともに，諸資料から現代の社会

的事象に関する情報を効果的に調べまとめる技能

を身に付けるようにする。 

思

判

表

等 

社会的事象の意味や意義，特色や相互の関連を現

代の社会生活と関連付けて多面的・多角的に考察

したり，現代社会に見られる課題について公正に

判断したりする力，思考・判断したことを説明し

たり，それらを基に議論したりする力を養う。 

学

び

に

向

か

う

力 

現代の社会的事象について，現代社会に見られ

る課題の解決を視野に主体的に社会に関わろう

とする態度を養うとともに，多面的・多角的な

思考や深い理解を通して涵養される，国民主権

を担う公民として自国を愛し，その平和と繁栄

を図ることや，各国が相互に主権を尊重し，各

国民が協力し合うことの大切さについての自覚

などを深める。※下線部筆者 
 
まず今回の研究において，下線部の部分に主権者

としての資質・能力の育成すべき部分が多分にあると

思われる。まとめると，知識及び技能においては，自

由と権利，責任と義務を正しく認識させること。思考

力，判断力，表現力等では現代社会に見られる課題

（今回の研究では模擬裁判）について，公正に判断し

たり，判断したことを根拠をもって説明したり，それ

を基に議論する力を高めること。学びに向かう力，人

間性等では現代社会に見られる課題を主体的に解決

しようとする態度と，課題を多面的・多角的に考察し

ていくことになろう。 
現代社会にみられる課題を主体的・協働的に取り

組ませ，解決する過程においても自分の考えを根拠を

もって説明させ，その考えを基に仲間と議論し思考を

深めていく学習活動を通して，資質・能力を高めてい

こうと考える。 
その際，深い学びにつながるよう資料１より， 現

代社会の見方・考え方も，今回の実践においての重点

として法などに関わる多様な視点に着目させること。

そこから，考察・構想させていくことも資質・能力を

高める一助となるよう活用していく。 
 

資料１：教育課程部会社会・地理歴史・公民ワーキ

ンググループ資料 
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６．授業実践 
【「模擬」的学習～模擬裁判の実践より】 

(1)単元について 
本単元で扱う内容は，中学校学習指導要領   

の「Ｃ 私たちと政治」の（ウ）「国民の権利を守り，

社会の秩序を維持するために，法に基づく公正な裁判

の保障があることについて理解すること。｣を受けて

構成したものである。 
 特にこの単元では（内容の取扱い）にある，   

『ア(2)のアの（ウ）の「法に基づく公正な裁判の   

保障」に関連させて，裁判員制度についてもふれるこ

と。』とある。 

 そこで本単元では，法に基づく公正な裁判によって

国民の権利が守られ社会の秩序が維持されているこ

とに気付かせる。その際，模擬裁判を通してそれらの

役割の理解を深めさせるとともに，将来成人して主権

者となったとき，国民の視点や感覚の大切さを気付か

せるとともに，裁判によって国民の権利が保障されて

いることをおさえていきたい。また，裁判員制度につ

いても捉えさせることにより，社会において様々な場

面で主権者として自分で考え行動すべきことに気付

かせること，広い意味での社会参画について考える一

つのきっかけになる可能性をもった単元であると考え

る。 
 
(2)本時の学習 
①ねらい 模擬裁判を通して，法や証拠に基づいた筋道の通った考え方を身につけ，その考えを基に，仲

間と議論することで課題を主体的・協働的に解決させるようにする。 

②展開 

 
過程 

 
    学 習 活 動 ・ 学 習 内 容 
 

・指導上の留意点 

○主権者としての資質･能力を育成するための工夫 

観点具体の評価規準 
導入 
(5) 
課題

提示 
課題 
追究 
① 

(10) 
(25) 
(10) 

１ 国民の司法制度への参加についてどのよう

な方法があるか考える。 
 
 
 

○既習の事項を想起させながら，裁判員制度についてもう一

度捉えさせるようにする。 
 
 
 

２ 模擬裁判の役割分担と，シナリオや大まか

な内容を確認する。 学級全体による活動 
３ 役割分担とシナリオに沿って模擬裁判を行

う。        学級全体による活動 
４ 裁判の内容や，証言や証拠等の整理を各自

行い，その後裁判員グループを確認する。 
個による活動 

・事前に役割分担表をもとに分担やシナリオを渡し，本時で

は全体で模擬裁判の対象となる事件の概要を，大まかに確

認し，スムーズに模擬裁判に入れるようにする。 
・シナリオに沿って生徒に模擬裁判を進行するようにさせる。 
 
 
 
・模擬裁判終了後，個人で裁判の内容をワークシートにまと

めさせる。その後，裁判員グループを発表し（４人編成×11）
確認させる。 

・役割演技を演じた生徒は裁判員グループの進行役を行う。 
課題 
追究 
② 

(15) 
 
 
 
 

５ 前時の裁判員グループに分かれ，裁判の内

容を整理した資料をもとに，確認を行う。 
 集団による活動 

６ 模擬裁判の評議を裁判員グループごとに

行う。          集団による活動 
 

 
 

・あらかじめつくった裁判員グループで，各自でまとめた評

議・評決のための資料を確認させる。 
・最初の段階で有罪・無罪どちらかの考えを示させる。 
・論の根拠となる資料や証拠,証言なども示させるようにする。 
○協働的な学びになるよう，教師が適宜支援・助言を行う。 

 

 

 

課題  さまざまな人の意見や考え，証拠・証言などをもとに有罪か無罪か判決を下そう。 
 

技ワークシートに事件の概要や状況証拠，現段階の自分

の考えをまとめることができる。 
 

主 課題について，根拠に基づきながら，仲間との評議

を通して協働的に解決していくことができる。 
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(8) 
 

(6) 
 
 
 

(6) 
 
 

整理 
(5) 

 
 

７ 教師の意見より，もう一度自分たちの考え

を見直す。 
８ 模擬裁判の評議をもとに裁判員グループご

とに判決を下す。    集団による活動 
   
 
９ それぞれのグループの判決における理由

や，教師の助言などを踏まえて個に戻り，考

えの再構築を行う。     個による活動 
10 学習のまとめとして，まとめのＤＶＤを見

て教師の話を聞く。    個による活動 

○教師がそれぞれの立場に対し，考えを揺さぶるような問いか

けや見落としてる視点を与える。 

・評決の段階で有罪・無罪の人数を小ホワイトボードに示さ

せグループとしての評決の結果も示す。 

・評議の内容からいくつかのグループに，なぜその評決に至っ

たのかを根拠をもって発表させる。 

○仲間の評決理由や，教師の話からもう一度自分が出した評

決について，再構築させ深い学びになるよう促す。 
 
 
 
 
○教師から模擬裁判に参加することの意義や，司法参加につい

ての興味関心を持ち，将来，社会に出ていったときにそれぞれが

主権者として社会を創っていくという意識をもたせるようにする｡ 

・学習のまとめや感想記入は各自まとめさせる。 

 
(3)協働的に問題を解決するための工夫 
 今回の実践の中で協働的に問題を解決するための

工夫として考えたのは模擬裁判である。模擬裁判とし

て活用した資料２にある東京書籍の教科書「新しい社

会公民」にある「○市コンビニ強盗致傷事件」である。

これをさいたま地方検察庁が資料化したものを本校の

実態に合わせて作成し活用した。概要としては以下の

通りである。資料３は本実践で使用した証拠一覧であ

り，生徒一人一人に配布しており，一目で証拠や状況

が分かるよう活用させたものである。 

 
資料２ 

×月×日深夜1時ごろ，○市のコンビニエンスストアに，

男が強盗に入った。男は店員A をナイフでおどし，カウン

ターから現金 10 万 7 千円をうばった。その後，店員A と

店の前の路上でもみあいになり，男は店員A をなぐりたお

した。店員A は全治 1 か月間のけがを負った。 
 事件から 1 週間後，警察は店員A が見た男と目もとがよ

く似ており，また住民が目撃したものとよく似たバイクを

所有している，同市に住む B を被疑者として逮捕した。B
の自宅を調べたところ，銀行預金 10 万円のほかに，現金 9
万 7 千円とその他共通する証拠品を所有していた。 
 調べに対してB は，強盗が入った時間帯は一人で部屋に

おり，テレビを見ていたと主張し，容疑を否認した。 B は，

刑法240条前段にのっとり，強盗致傷の疑いで起訴された。 
※その他目撃者・証人等も登場する。 

 

資料３ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

事前に，裁判官，検察官，弁護人，被告人，被害

者，証人等の役割分担を行い，次時の評議・評決をス

ムーズに進めるために模擬裁判を通して，裁判の争点

などを整理させた。その他の生徒は裁判員の役割とし，

ワークシートを用い，模擬裁判の内容を整理させてい

くと同時に，この段階で自分が有罪か無罪のどの立場

に立つのかも考えさせた。 
 
 
 
 
 
 
 
 

思 自分が出した評決や，仲間の考えを比較しながら多

面的・多角的に他の考えを評価し，自分の考えを再

構築することができる。 
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もう一つの模擬的・実践的な場面としては評議・評

決である。４人を１グループとし，全部で約 11 の裁

判員グループを形成した。また，そのグループ内では，

模擬裁判時に役割演技を行った生徒を司会者に据え，

グループ内の評議・評決が円滑に進むように配置の工

夫を行った。 
最初に各グループごとに，有罪・無罪の立場（人数）

を明らかにさせて授業をスタートさせた。これは，評

決の時に評議によってどのくらい意見が変化したのを

見るためであり，その変化を教師側がとらえ，生徒た

ちが出した評議の意図を読み取るために行った。評議

においては，生徒同士が模擬裁判を踏まえて，自分の

立場を明らかにし，グループとして有罪か無罪か意見

の統一を図るものである。 
協働的に問題解決を図る教師側の具体的な   

工夫として，問いかけることによって生徒に思考に揺

さぶりをかけることである。例えば，班や個人で考え

が固まっていた場合，生徒が気付いていない側面から

問いかけることである。具体的にいうと，これらの証

拠から本当に無罪・有罪といえるのか。無罪（有罪）

と考えている人たちはこの証拠は本当にそれぞれの立

場の根拠になり得るのかといった問いかけである。 
それによって，生徒たちは， 
・テレビを見ていたからと言ってアリバイにはならな

いのではないか。録画でもじっくり見れば覚えるこ

とができるのではないか。 
・９万７千円の現金の所持は不自然だ。きれいに１万

円を使うのは難しいのではないか。 
・500メートルしか離れていないのにバイクを使用す

るのは不自然ではないか。 
・1000cc のバイクは珍しい。乗れる人が限定される。 

といったように様々に証拠や状況を見直すきっかけと

なり，安易に有罪・無罪と決めるのではなく話し合い

ながら深い学びを行っていったと考える。 
最後に協働的に問題を解決するための工夫として

班員たちとの話し合い，学級全体での有罪・無罪の根

拠の共有，有罪派・無罪派のミニ討論を経ての，もう

一度自分の考えを振り返る活動である。 
より自分の考えを強めた生徒はその強めた理由の

根拠を。また，考えを変えた生徒は考えを変えた理由

を論じさせた。特に，以前この実践を行った際に，裁

判官のゲストティーチャーからいただいた言葉として，

「議論の乗り降り自由の原則」について生徒たちに指

導した。最初の自分の考えを頑なに変えないのではな

く、話し合いによって自分が納得すれば，思い切って

乗ったり，降りたりすることは大切なことである。と

いう原則である。そのように，お互いの意見を尊重し

つつ，一つの問題を解決することは，今後生徒たちが

主権者となって社会に出て活躍する際，大切な資質・

能力だと考える。 
 生徒の授業後の感想を以下に示す。 

これらの感想は一部ではあるが，総じて生徒が感じ

ていたことは，人の人生を左右するものなので慎重に

考え結論を出さなければいけないこと。そして，納得

する根拠が話し合いの中で出されたら勇気をもって自

分の考えを改めること。といったことが語られていた。

また，協働的な学びは生徒の主体性を引き出すことに

つながり，より資質・能力の高まりに資するものであ

ると考える。 
 
７．質問紙による事前と事後による生徒の主権者につ
いての捉えの変化 
(1)事前の質問紙の結果について 
①主権者と聞いたら何を連想しますか。 

１．法や決まり ２．政治 ３．経済 ４．その他 
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②主権者として求められるもの，必要だと思われる

ものは何だと思いますか。 

１．法や決まりなどの理解 

２．政治や経済などの知識の習得 

３．事実を多面的・多角的に考察し公正に判断する力 

４．根拠をもって主張し，合意形成する力 

５．よりよい社会の実現に向けて社会の形成に主体的

に参画する力 

 

 

 

 

 

 

 

 

③主権者としての資質・能力を特に高められると考え

る，教科・領域は何ですか。三つ選びなさい 

 
 
 
 
 
 
 
 
④主権者としての資質・能力を高めるために    

はどのような学びが必要だと考えますか。 

１．主体的な学びになるような興味・関心が高まるよ

うな問いを解いていく学び 

２．問いを仲間と対話や議論をしていきながら協働的

に解いていく学び 

３．問いを多面的・多角的な視点から，深く追究して

解いていく学び 

４．実際に物事に触れたり，専門家に話を聞いたり，

又はその場に行ってみたりする体験的な学び 

(2)事前の質問紙の結果についての分析 
質問紙は第３学年のおよそ140名からとったもの

である。質問紙の最初に「主権者とは何ですか」とい

う自由記述の問いを設けた。主な生徒の記述を以下

に示す。 
・私たち国民（国民がもっている権利） 
・政治を動かす権利をもつ人 
・物事を決める権利をもつ人 
・自分の意思を示す権利 
・私たち一人一人 
・国の未来を決める者 
生徒たちの主権者に対しての認識は正しいように

感じる。記述から今一歩に感じたこととしては，具体

性である。概念として捉えは間違っていないので，よ

り生徒たちの中にイメージを具現化できる必要がある

と感じた。 

①の設問より，多くは政治，次に法や決まりとい

うことで全体の約９割を占めた。主権者とは何かとい

う問いからも政治に関わる記述があったので，このよ

うな結果になったかと考えられる。 

②の設問より，「主権者に求められるもの」として

３割の生徒が「事実を多面的・多角的に考察し公正に

判断する力」と知識というより，資質・能力に関わる

ものを選んでいる。合意形成力や，社会参画力に関し

ては具体的に協働的な問題に取り組むことや，現代社

会に見られる課題に取り組むなどすれば，高まってい

くように思われる。 

③の設問より，社会，国語，道徳，総合の順番で

主権者としての意識が高められると考えている生徒が

多かった。社会は学びの中に主権者教育が入っている

のでこの順番は妥当なものであると考えるが，国語や

道徳，総合が上位にあるのは，それらの学びの中に協

働的な学びや，議論する学び，新たなものを教科横断

的に創り出す学びがあるからではないかと考えられる。 

④の設問より，「主権者としての資質・能力を高め

るための学び」として，「問いを多面的・多角的な視

点から，深く追究して解いていく学び」次いで，「問

いを仲間と対話や議論をしていきながら協働的に解い

ていく学び」が多く，全体の約７割を占めた。今まで

多面的・多角的な視点から学ぶ授業が多く，その成果

を生徒が実感していたのではないかと思われる。また，

追究していくためには深く考えていくのはもちろん，

他者との関わりの中から問題を解決する学びに価値

を見いだしているということも，この結果から分かる。
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ちなみに，この活動については令和元年度の本校の学

校の課題研究である。 

最後の⑤の設問より，「主権者としての資質・能力

を高めるための課題」として，「世界や国家レベルの

社会問題や課題」次いで「身近な県や市レベルの社会

問題や課題」を挙げており，全体の約６割を占める。

質問紙の中では比較的考えが割れたと考えられるが，

中学校３年生だと，義務教育最後の学年ということも

あり，社会科の総仕上げとして世界や国家のレベルに

目が向いているのだと考えられる。 

質問紙を総じて考えられることは，中学校３年生

段階ということで，生徒も主権者という部分に身近さ

は感じていないものの，肌感覚で大事なものだと感じ

ているように思われる。また，主権者としての資質・

能力を高める部分に関しても，当然知識・理解は必要

だとは思っているが，それを活用するための力も養っ

ていかなければいけないということも考えている。今

回の模擬裁判，法教育の実践後の質問紙の結果の分

析から総合的に生徒の変容について論じていきたい。 

(3)事後の質問紙の結果について 
事後も同じく第３学年のおよそ 140名からとった

ものである。質問紙の最初に「授業を終えて『主権者』

について考えたこと」という自由記述の問いを設けた。

主な生徒の記述を以下に示す。 
・責任をもって行動することが大切 

・国民は権利をもっていても政治に関わることは難し

い 

・主権者は自分が生きる世界について考えるべきで人

任せにしてはいけない 

・本来は私たちは主権者であるものの，主権者という

名札を付けているに過ぎない。その権力を使わずに

放棄したり，国の権力に任せている。このままでは

一人一人の意見で成り立つ民主主義が崩壊する 

・自ら考え積極的に参画すべき 

・我ら国民という自覚をもつことが必要 

・主権者であることを考えて行動すべき 

これは一部である。授業を始める前に比べ，多種

多様な意見と，質的量的な量の違いを感じた。どれも，

ある側面から見ると正しい主権者としての捉えである

ものが多い。一つの成果と考える。 

②主権者として求められるもの，必要だと思われ

るもの何ですか。 

１．法や決まりなどの理解 

２．政治や経済などの知識の習得 

３．事実を多面的・多角的に考察し，公正に判断する

力 

４．根拠を持って主張し，合意形成する力 

５．よりよい社会の実現に向けて社会の形成に主体的

に参画する力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※事前と共通する質問 
③主権者としての資質・能力を高めるためにはどの

ような学びが必要だと思いますか。 
１．主体的な学びになるような興味・関心が高まるよ

うな問いを解いていく学び 

２．問いを仲間と対話や議論をしていきながら協働的

に解いていく学び 

３．問いを多面的・多角的な視点から，深く追究して

解いていく学び 

４．実際に物事に触れたり，専門家に話を聞いたり，

又はその場に行ってみたりする体験的な問い 

※事前と共通する質問 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

④模擬裁判を終えて気がついたこと学んだことは何

ですか。 

１．問題を主体的に取り組むことができた 

２．仲間と協働して問題を考えることができた。 

３．今まで学んだ知識・技能を活用して問題を考える

ことができた。 

４．主権者としての意識を高めることができた。 

５．その他 
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(4)事後の質問紙の結果についての分析 
②の設問より，特に事前と事後の質問紙を比較する

と事後の回答から ４．根拠をもって主張し，合意形

成する力が６ポイント上昇している。これは模擬裁判

より評議・評決を行った結果，生徒が実際の学びより，

合意形成を図ることが重要だということに気がついた

ことが考えられるであろう。③の設問については大き

な変化が見られなかった。 

④の設問より，生徒は「仲間と協働して問題を考え

ることができた」が４割を超え，一番実感したことだ

と考えている。③の設問で変化が見られなかったもの

の，「主権者としての意識を高めることができた」が

約２割と比較的多くの生徒が実感できたのではないか

と考える。 

(5)生徒の感想から 
生徒の授業後の感想で今回の実践において特筆す

べきものを以下に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここに載せた生徒は共通して述べていることは，

主権者になるためには，その責任をもつことが大切で

あると述べている。責任をもつことと，主権を行使す

るためのある意味資質・能力を高めていくことが必要

だとも述べていると思う。（例えば，探求すること，

根拠をもって述べること，正しい知識を身に付けるこ

と等が挙げられる。） 

ここに載せていない生徒の感想でも，自立した主

権者になるためには責任や努力が必要だと多くの生

徒が感じていたことが読み取れる。 

 

８．実践のまとめとして 
生徒の感想や自己評価より，以下のことが成果とし

て挙げられると考える。 
・主体的・協働的に学びに取り組むことができた。 
・主権者として何が大切であるか多くの生徒が捉える

ことができた。 
・授業前と授業後で主権者としての意識の変化を見取

ることができた。 
課題として挙げられるのは以下の通りである。 
・主権者教育を政治単元だけでなく，社会科全体で意

図的・計画的に取り組む必要がある。 
・主体的・協働的な学びの効果的な手法や実践の方法

をさらに開発する必要がある。 
今回の実践は平成25年度に行った実践のリメイク

ではあるが，平成 29 年度告示の中学校学習指導要領

解説社会編をベースとしており，資質・能力を高める

ことに主眼が置かれている。さらに，平成 25 年度の

実践では「社会参画」をキーワードに実践を行って

いったが，今回では「主権者教育」に主眼を置いて実

践を行った。 
平成25年度の実践において大友秀明は次のように

述べている。「この『模擬裁判』の授業は，埼玉大学

教育学部附属中学校社会科部会の研究課題『知識・技

能を活用する社会科学習～思考力・判断力・表現力の

高まりをとらえる～』にもとづいて構想・実践された

ものである。当初からシティズンシップ教育を主題と

したものではない。ただし，『模擬裁判』を通して裁

判員制度の役割を考えることによって，国民の司法参

加の意義を理解することは『シティズンシップ教育』

につながると考える」 
市民としての役割を自覚させその役割を果たすため

に必要なことが「シティズンシップ教育」であるなら

ば「主権者教育」はそれに関連するものであろう。そ
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れを今回では，育成すべき資質・能力を整理した上で，

その資質・能力を高めるべく実践を行った。前回の

キーワードである「社会参画」意識を養うためのエッ

センスは活かしながらも，中学校３年生の子供たちに

とってあと３年後に迫る主権者としての一つの権利で

ある参政権を手にすることから，今回の「主権者教育」

の主権者としての資質・能力を高める実践は生徒たち

にとって意味のあるものであったと考える。 
今後は課題にもあったように，違った単元のアプ

ローチから「主権者教育」について生徒に考えさせる

こと。また「技術・家庭科」の「家庭分野」等他教科・

領域との教科横断的な学びによってより，効率的・効

果的な学びを生徒に提供することができるのではと考

える。よりよい社会を創る担い手としてこれからを生

きる子供たちに，生きて働く知識・技能と，多くの選

択・判断する機会を与えていきたい。 
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